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建 設 委 員 会 資 料  

都市基盤部都市計画担 当  

 

平成２８年度(2016 年度) 第４回 中野区都市計画審議会 
 
 

日 時  平成２８年（2016年） １１月 ８日（火） 午後２時から 
 
 

会 場  中野区役所 ４階 区議会第１委員会室 
 
 
 

次  第 
 
 
 

１ 諮問事項 
 

 《法律の改正（風営法）に係る都市計画案件》 
 （１）東京都市計画防災街区整備地区計画南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画の

変更について（中野区決定） 
（２）東京都市計画地区計画南台四丁目地区地区計画の変更について（中野区決定） 

 《都市計画公園に係る都市計画案件》 
（３）東京都市計画公園第４・４・３号中野公園の変更について（中野区決定） 
 

２ 報告事項 
 
（１）中野駅西口地区まちづくりについて 

 （２）中野四季の都市（まち）開発整備完了地区の用途地域変更について 
 
３ その他 
   
（１）事務局連絡（次回日程等について） 

 
 
                                 以 上 
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むらき　みき

(5) 村　木　美　貴
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9 (社)東京都建築士事務所協会中野支部

10 東京商工会議所中野支部

【第２１期中野区都市計画審議会委員名簿】

任期：平成27年(2015)年6月26日～平成29(2017)年6月25日
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1 日本大学客員教授、公益財団法人 区画整理促進機構理事長

2 東京都コンクリート製品協同組合常任理事、元東京都都市整備局部長

3 千葉大学名誉教授

4 大妻女子大学社会情報学部教授

5 千葉大学大学院工学研究科教授

6 中野区町会連合会

12 公募

13 公募

(10)
14 公募
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11 中野工業産業協会

7 中野区商店街連合会
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16 自由民主党議員団

17 自由民主党議員団

18 公明党議員団

19 日本共産党議員団

※ 都市計画審議会委員は条例で２５人以内となっている。

【２０１６年１１月８日現在】

(5) 20 民進党議員団
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(3)

21 東京消防庁中野消防署長

22 警視庁中野警察署長

23 東京都第三建設事務所長



平成２８（２０１６）年１１月８日 

都 市 計 画 審 議 会 資 料 

都 市 基 盤 部 都 市 計 画 担 当  

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の改正に伴う 

                      地区計画の変更について 

 

１ 都市計画案の名称 

 （１）東京都市計画防災街区整備地区計画 

南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画変更について（中野区決定） 

 （２）東京都市計画地区計画 南台四丁目地区地区計画変更について（中野区決定） 

 

２ 理由 

理由書（別紙１－１、別紙１－２）のとおり 

 

３ 都市計画の案 

 （１）東京都市計画防災街区整備地区計画 南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画 

    別紙２－１のとおり 

 （２）東京都市計画地区計画 南台四丁目地区地区計画 

    別紙２－２のとおり 

 

４ これまでの主な経緯と今後の予定 

２０１６年 7月５日～７月１９日 地区計画変更原案の公告・縦覧 

図書の縦覧者：０名 

～７月２６日 意見書収集 

意見書の提出者：０名 

９月１日 都知事協議回答（意見なし） 

９月２１日～１０月５日 地区計画変更案の公告・縦覧 

図書の縦覧者：０名 

意見書収集 

意見書の提出者：０名 

１１月８日 中野区都市計画審議会（諮問） 

１１月中旬 都市計画決定・告示（予定） 



 

別紙１－１ 

 

 

都 市 計 画 の 案 の 理 由 書 
 

 

１ 種類・名称 

 東京都市計画防災街区整備地区計画 南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画 

 

２ 理   由 

  本地区計画は、東京都の広域避難場所に指定された東京大学教育学部附属中・高等

学校等を中心とした防災拠点の形成を目指し、道路や公園等の公共施設の整備と地区

特性に応じた建築物等の制限により、防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用

を図り、「安心して住み続けられるまち」の形成と維持増進を図ることを目的として、

平成１２年に都市計画決定された。 

  本地区計画では、特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画に定める

建築物の用途の制限において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和２３年法律第１２２号。以下、「風営法」という。）第２条第１項に基づく風俗営業

を規制している。 

  平成２７年６月２４日に風営法の一部が改正（平成２８年６月２３日施行）され、

客にダンスをさせる営業の一部が風俗営業から除外される等の変更がなされ、風営法

第２条第１項各号について号ずれ等が生じた。 

  そこで、風俗営業の対象から除外されるものは、地区計画の建築物の用途の制限に

おいても対象外とし、引き続き制限の対象として残すものは、風営法第２条第１項各

号の統合や削除に伴う号ずれに合わせ、制限が変わらないように表記を修正するため、

所要の変更を行うものである。 



 
別紙２－１ 

東京都市計画防災街区整備地区計画の変更（中野区決定） 
 
都市計画南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画を次のように変更する。 
 

名    称 南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画 

  位    置 ※ 中野区南台一丁目、南台二丁目、南台三丁目、南台四丁目、弥生町一丁目、弥生町三丁目、弥生町四丁目及び弥生

町五丁目各地内 
  面    積 ※ 約２５．８ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

防災街区整備地区計画の

目標 
 本計画は、東京都の広域避難場所に指定された東京大学教育学部附属中・高等学校等を中心とした防災拠点の形

成を目指し、道路や公園等の公共施設の整備と地区特性に応じた建築物等の制限により、防災機能の確保と土地の

合理的かつ健全な利用を図り、「安心して住み続けられるまち」の形成と維持増進を図ることを目標とする。 
土地利用に関する基本方

針 
 「安心して住み続けられるまち」の形成を図るため、土地利用の方針を次のように定める。 
１ 区内の骨格道路である中野通り、方南通り沿道では、延焼遮断帯としての機能の強化を図るため、建物の耐火

化を進めるとともに、土地の高度利用を図る。 
２ 近隣商業地区については、商業、業務と住宅との調和がとれた快適な商店街の形成を目指す。 
３ 住宅地区については、戸建住宅と集合住宅を主体とした中低層住宅地とし、道路、公園及び広場等のオープン

スペースの確保を図る。 
４ 住宅地区のうち東京大学教育学部附属中・高等学校周辺の住宅市街地については、広域避難場所としての安全

性の向上を図るため、道路基盤の整備と合わせ、共同化・協調化の積極的な推進により耐火化を誘導し、中低層

住宅地として整備する。 
５ 災害時の延焼防止及び避難の安全性確保の機能を確保すべき主要な道路、公園等の中で、特に建築物等と一体

的に整備をすべきものについては、特定地区防災施設とし、防災機能の維持、向上を図る。 
地区施設及び地区防災施

設の整備の方針 
 災害時の安全性確保及び良好な住環境の形成を図るに当たって基本となる道路、公園等について次の方針により

整備する。 
１ 災害時の避難、消防、救援活動等の機能強化及び良好な住環境の形成を図るため、道路基盤のネットワーク化

を図る。また、整備に当たっては歩行者が安心して歩ける生活道路として整備する。 
２ ゆとりある日常生活や円滑な消防活動に資するため、公園、広場等を整備する。 
３ 災害時の延焼防止及び避難の安全性の確保の観点から主要な道路、公園については、地区防災施設とする。ま

た災害時の地区内外からの避難経路の確保及び市街地特性から特に延焼防止機能等を強化すべき地区防災施設

である道路については、特定地区防災施設として沿道建築物等と一体的に整備する。 
４ 広域避難場所の防災機能の向上及び円滑な消防活動等に資するため、同敷地内の樹木の防災機能に十分配慮

し、広域避難場所内にみどりあふれる防災公園を整備する。 
1 

 



 
別紙２－１ 

建築物等の整備の方針  良好な住環境の形成を図るとともに防災機能の向上を図るため、地区の特性に応じた建築物等に関する制限を次

のように定める。 
１ 近隣商業地区においては、良好な商店街形成のため建築物の用途の制限を行う。 
２ 住宅地区においては、敷地の細分化による居住環境の悪化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を定

める。また、良好な相隣関係の維持の観点から、隣地境界線までの壁面の位置の制限を行う。 
３ 災害時に倒壊の危険性のあるブロック塀等を制限するとともに、うるおいのあるまちをつくるため、垣または

さくの構造の制限を定め、生け垣化を推進する。 

の
区
域 

地
区
防
災
施
設 

種類 名  称 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 面積（㎡） 備  考 

道路 

地区集散道路第２号 ※ １２ 約 ８０ 約  ９６０ 拡 幅 

区画道路第８号 ６ 約３１０ 約１，８６０ 拡 幅 

計 約０．３ｈａ  

施
設
の
区
域 

特
定
地
区
防
災 

種類 名  称 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 面積（㎡） 備  考 

道路 

地区集散道路第２号 ※ １２ 約 ８０ 約  ９６０ 拡 幅 

区画道路第８号 ６ 約３１０ 約１，８６０ 拡 幅 

計 約０．３ｈａ  

特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画 

位置 中野区南台一丁目、南台二丁目各地内 

面積 約１．５ｈａ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の構造に関する防火上

必要な制限 
 特定地区防災施設に接する敷地で特定建築物地区整備計画区域内に建築する建築物に関して、次の

１及び２に掲げる構造であること。 
１ 耐火建築物又は準耐火建築物とすること。 
２ 特定地区防災施設から高さ５メートル未満の範囲が空隙のない壁を設ける等防火上有効な構造

であること。 
建築物の間口率の最低限度  特定地区防災施設に接する敷地で特定建築物地区整備計画区域内に建築する建築物の間口率の最

低限度は１０分の７とする。 
建築物等の高さの最低限度  特定地区防災施設に接する敷地で特定建築物地区整備計画区域内に建築する建築物の各部分の特

定地区防災施設からの高さの最低限度は５メートルとする。 
建築物の用途の制限 ※  「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条第１項第２号から第５号までに掲げ

2 
 



 
別紙２－１ 

る風俗営業の用に供する建築物及び同条第６項第２号から第６号までに掲げる店舗型性風俗特殊営

業の用に供する建築物は建築してはならない。 
壁面の位置の制限  建築物の壁又はこれに代わる柱から、この防災街区整備地区計画による地区集散道路及び区画道路

の中心線までの距離は、次の各号によらなければならない。 
（１）地区集散道路第２号は、６メートル以上 
（２）区画道路第６、７、８、１０、１１号は、３メートル以上 

垣又はさくの構造の制限  道路に面する側の垣又はさくの構造は、生け垣又は透視可能なネットフェンス等としなければなら

ない。ただし、道路面から高さ６０センチメートル以内のブロック塀又はこれに類するもの、門柱及

び門柱に接続する長さが１メートル２０センチメートル以下のブロック塀等はこの限りではない。 

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画 

位置 中野区南台一丁目、南台二丁目、南台三丁目、南台四丁目、弥生町一丁目、弥生町三丁目、弥生町四丁目及び弥生町五丁目各地内 

面積 約２５．５ｈａ 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道路 

名  称 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 備考 名  称 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 備考 

地区集散道路第１号※ ９．５ｍ 約２８０ｍ 拡幅 区画道路第７号 ６ｍ 約３１０ｍ 拡幅 

区画道路第１号 ６ｍ 約１１０ｍ 拡幅 区画道路第９号 ６ｍ 約２３０ｍ 拡幅 

区画道路第２号 ６ｍ 約１２０ｍ 新設 区画道路第１０号 ６ｍ 約４００ｍ 拡幅 

区画道路第３号 ６ｍ 約１００ｍ 拡幅 区画道路第１１号 ６ｍ 約１８０ｍ 拡幅 

区画道路第４号 ６ｍ 約１９０ｍ 拡幅（一部新設） 区画道路第１２号 ６ｍ 約１７０ｍ 拡幅 

区画道路第５号 ６ｍ 約１２０ｍ 拡幅（一部新設） 区画道路第１３号 ６ｍ 約１６０ｍ 拡幅 

区画道路第６号 ６ｍ 約３００ｍ 拡幅     

公園 
名  称 規  模 備考 名  称 規  模 備考 

公園第１号 約５１８㎡ 既設 公園第２号 約２９６㎡ 既設 

 

地区の細区分 
名 称 近隣商業地区 住宅地区 

面 積 約８．２ｈａ 約１７．３ｈａ 
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別紙２－１ 

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画 

（
特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
の
区
域
内
の
建
築
物
等
を
除
く
） 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の用途の制限 ※  「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律」第２条第１項第２号から第５号までに掲
げる風俗営業の用に供する建築物及び同条第６
項第２号から第６号までに掲げる店舗型性風俗
特殊営業の用に供する建築物は建築してはなら
ない。 

    

建築物の敷地面積の最低限度 

    

６０㎡ 
 
 ただし、次の各号の一に該当する土地について、
その全部を一の敷地として使用する場合は、この
限りでない。 
１ 建築物の敷地として現に使用されている土地 
２ 所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地
として使用する土地 

３ 地区施設の整備に係る土地 
４ その他区長が公益上やむを得ないと認めた土
地 

壁面の位置の制限 １ 建築物の壁又はこれに代わる柱から、この防災街区整備地区計画による地区集散道路及び区画道
路の中心線までの距離は、次の各号によらなければならない。 

 （１）地区集散道路第１号は、４．７５メートル以上 
 （２）区画道路各号は、３メートル以上 
２ 住宅地区においては、建築物の壁又はこれに代わる柱から隣地境界線までの距離は５０センチメ
ートル以上としなければならない。 

垣又はさくの構造の制限 道路に面する側の垣又はさくの構造は、生け垣又は透視可能なネットフェンス等としなければなら
ない。ただし、道路面から高さ６０センチメートル以内のブロック塀又はこれに類するもの、門柱及
び門柱に接続する長さが１メートル２０センチメートル以下のブロック塀等はこの限りではない。 

※は都知事協議事項 
 
「防災街区整備地区計画の区域、地区防災施設の区域、特定地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域、

地区の細区分の区域は、計画図表示のとおり」 
 
理由：風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下、風営法という。）改正に伴い、風俗営業の対象から除外されるものは、地区計画の

用途の制限においても対象外とし、引き続き制限の対象として残すものは、風営法第２条第１項各号の統合や削除に伴う号ずれに合わせ、制限

が変わらないように表記を修正するため地区計画を変更する。 
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別紙２－１ 

変更概要 
南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画 

事項 旧 新 摘要 

特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画 

建築物の用途の制限 「風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律」第２条

第１項第５号から第８号までに

掲げる風俗営業の用に供する建

築物及び同条第６項第２号から

第６号までに掲げる店舗型性風

俗特殊営業の用に供する建築物

は建築してはならない。 

「風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律」第２条

第１項第２号から第５号までに

掲げる風俗営業の用に供する建

築物及び同条第６項第２号から

第６号までに掲げる店舗型性風

俗特殊営業の用に供する建築物

は建築してはならない。 

風営法の改正に伴う変更 

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画 

建築物の用途の制限 
（近隣商業地区） 

「風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律」第２条

第１項第５号から第８号までに

掲げる風俗営業の用に供する建

築物及び同条第６項第２号から

第６号までに掲げる店舗型性風

俗特殊営業の用に供する建築物

は建築してはならない。 

「風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律」第２条

第１項第２号から第５号までに

掲げる風俗営業の用に供する建

築物及び同条第６項第２号から

第６号までに掲げる店舗型性風

俗特殊営業の用に供する建築物

は建築してはならない。 

風営法の改正に伴う変更 
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都市計画の策定の経緯の概要書

東京都市計画防災街区整備地区計画 南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画の変更

事項 時期 備考

地区計画変更に関する周知 平成２８年５月２０日～ 区報及びホームページ

都市計画変更原案の公告 平成２８年７月４日

都市計画変更原案の縦覧

平成２８年７月５日から

平成２８年７月１９日まで

意見書の提出は

平成２８年７月２６日まで

縦覧者：０件

意見書：０件

中野区都市計画審議会

（原案説明）
平成２８年７月２７日

東京都知事協議回答 平成２８年９月１日

中野区都市計画審議会

（計画変更案説明）
平成２８年９月１日

都市計画変更案の公告・縦覧
平成２８年９月２１日から

平成２８年１０月５日まで

縦覧者：０件

意見書：０件

中野区都市計画審議会

（諮問）
平成２８年１１月８日

決 定 告 示 平成２８年１１月中旬 予定



 

別紙１－２ 

 

 

都 市 計 画 の 案 の 理 由 書 
 

 

１ 種類・名称 

 東京都市計画地区計画 南台四丁目地区地区計画 

 

２ 理   由 

  本地区計画は、区画道路の整備及び公園等の整備を進めることにより、災害時の安

全性と日常生活の快適性の確保を図り、あわせて地区の特性に応じた建築物等に関す

る制限を定めることにより、「だれもが安心して住み続けられるまち」の形成と維持増

進を図ることを目的として、平成４年に都市計画決定された。 

  また、平成１１年には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

２３年法律第１２２号。以下、「風営法」という。）の改正に伴い、「建築物の用途の制

限」の表記方法を修正するため、都市計画を変更している。 

  このように、本地区計画では、地区整備計画に定める建築物の用途の制限において、

風営法第２条第１項に基づく風俗営業を規制している。 

  平成２７年６月２４日に風営法の一部が改正（平成２８年６月２３日施行）され、

客にダンスをさせる営業の一部が風俗営業から除外される等の変更がなされ、風営法

第２条第１項各号について号ずれ等が生じた。 

  そこで、風俗営業の対象から除外されるものは、地区計画の建築物の用途の制限に

おいても対象外とし、引き続き制限の対象として残すものは、風営法第２条第１項各

号の統合や削除に伴う号ずれに合わせ、制限が変わらないように表記を修正するため、

所要の変更を行うものである。 

 

 

 



別紙２－２ 

東京都市計画地区計画の変更（中野区決定） 

都市計画南台四丁目地区地区計画を次のように変更する。 
名    称 南台四丁目地区地区計画 

  位    置 ※ 中野区南台三丁目、南台四丁目及び南台五丁目各地内 
  面    積 ※  約１８．８ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地 区 計 画 の 目 標 
 

 区画道路の整備及び公園等の整備を進めることにより、災害時の安全性と日常生活の快適性の確保を図り、あわせて地

区の特性に応じた建築物等に関する制限を定めることにより、「だれもが安心して住み続けられるまち」の形成と維持増

進を図ることを目標とする。 

土 地 利 用 の 方 針 
 

 各地区の特性を勘案し、その将来のまちづくりの方向を住宅地区と近隣商業地区の二地区に区分し、それぞれの地区の

土地利用の方針を以下のとおり定める。 
１．住宅地区の土地利用の方針 

主として戸建住宅と共同住宅からなる住宅地とし、狭隘道路の拡幅整備や公園、広場等のオープンスペースの確保な

ど、住環境の整備を積極的に進める。 
２．近隣商業地区の土地利用の方針 
（１）． 区画道路第１号（新山通り）沿道は道路の改善とあわせ、共同建替や協調建替を進める。また、低層部を店舗、

中層部は住宅として構成する快適な商店街の形成を図る。 
（２）． 補助第２６号線（中野通り）沿道は共同建替等で土地の高度利用を図り、中高層建築物を主体とした商業・業

務・住宅の調和のとれた商店街とする。  
地区施設の整備の方針 
 

 災害時の安全性と日常生活の快適性の確保を図るとともに、住環境の改善を図るため、区画道路及び公園広場等の地区

施設の整備の方針を以下のとおり定める。 
１．区画道路は既存の道路網を活かして配置し、その整備は建築物の建替にあわせ修復的に拡幅整備する。 
２．公園、広場等の整備は、オープンスペースが不足している東・南部で優先的に行う。 

建築物等の整備の方針  安全で快適な住環境のまちの形成を図るため、地区の特性に応じ、建築物等に関する制限を以下のとおり定める。 
１．住宅地区の住環境を守るため、近隣商業地区の建築物の用途の制限をする。 
２．建てづまりを防止するため、建築物の壁面の位置を制限する。 
３．災害時に倒壊の危険性のあるブロック塀等を制限するとともに、うるおいのあるまちをつくるため、緑化を推進する。 
４．住宅地区の敷地の細分化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 
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別紙２－２ 

地

区

整

備

計

画 

位  置 中野区南台三丁目、南台四丁目及び南台五丁目各地内 
面  積  約１８．８ha 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

 
道  路 

名  称 幅  員(m) 延 長 (m) 備 考 名  称 幅 員 (m) 延長(m) 備 考 
区画道路第１号 ３～６ｍ 

(5.7～6ｍ) 
約７０５ｍ 
 

拡 幅 
 

区画道路第 3 号 ６ｍ 約 ９０ｍ 拡 幅 

区画道路第 2 号 ３～６ｍ 
(5.7～6ｍ) 

約４６０ｍ 拡 幅 
 

区画道路第 4 号 ３ ～ ６ ｍ

(5.7～6ｍ) 
約２７０ｍ 拡 幅 

 
公  園 

名  称 規  模 備 考 名  称 規  模 備 考 
地区公園第 1 号 約１６０㎡ 既 設 地区公園第 3 号 約６１０㎡ 新 設 

地区公園第 2 号 約９９０㎡ 既 設  

建
築
物
等
に
関
す
る
制
限 

地区の細区分 名  称 住 宅 地 区  近 隣 商 業 地 区  
面  積 約 １６ ha 約 ２．８ ha 

建 築 物 の 用 途 の 制 限 ※   

―――――――――――――― 
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律」第 2 条第 1 項第 2 号から第 5 号まで

に掲げる風俗営業の用に供する建築物及び同条

第 6 項第 2 号から第 6 号までに掲げる店舗型性

風俗特殊営業の用に供する建築物は建築しては

ならない。 
建築物の敷地面積の最低限度  ６０㎡ ―――――――――――――――――― 
壁面の位置の制限 建築物の壁面又はこれに代わる柱の面

から隣地境界線までの距離は５０センチ

メートル以上でなければならない。 

 
―――――――――――――――――― 

かき又はさくの構造の制限 道路に面する側のかき又はさくの構造は生け垣又は透視可能なネットフェンス等としな

ければならない。ただし、道路面から高さ１メートル以内のブロック塀又はこれに類するも

の、門柱及び門柱に接続する長さが１メートル２０センチ以下のブロック塀等はこの限りで

ない。 
「区域、地区の細区分、地区施設の配置及び道路幅員は計画図表示のとおり」                         ※は都知事協議事項 

（  ）内数字は全道路幅員を示す 
理 由：風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下、風営法という。）改正に伴い、風俗営業の対象から除外されるものは、地区計画の建築物

の用途の制限においても対象外とし、引き続き制限の対象として残すものは、風営法第２条第１項各号の統合や削除に伴う号ずれに合わせ、制限が変わらな

いように表記を修正するため地区計画を変更する。 
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別紙２－２ 

変更概要 
 

南台四丁目地区地区計画 

事  項 旧 新 摘  要 

地
区
整
備
計
画 

建 築 物 の 用 途 の 制 限    

（近隣商業地区） 
「風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律」第 2
条第 1 項第 5 号から第 8 号まで

に掲げる風俗営業の用に供する

建築物及び同条第 6 項第 2 号か

ら第 6 号までに掲げる店舗型性

風俗特殊営業の用に供する建築

物は建築してはならない。 

「風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律」第 2
条第 1 項第 2 号から第 5 号まで

に掲げる風俗営業の用に供する

建築物及び同条第 6 項第 2 号か

ら第 6 号までに掲げる店舗型性

風俗特殊営業の用に供する建築

物は建築してはならない。 

風営法の改正に伴う変更 
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都市計画の策定の経緯の概要書

東京都市計画地区計画 南台四丁目地区地区計画の変更

事項 時期 備考

地区計画変更に関する周知 平成２８年５月２０日～ 区報及びホームページ

都市計画変更原案の公告 平成２８年７月４日

都市計画変更原案の縦覧

平成２８年７月５日から

平成２８年７月１９日まで

意見書の提出は

平成２８年７月２６日まで

縦覧者：０件

意見書：０件

中野区都市計画審議会

（原案説明）
平成２８年７月２７日

東京都知事協議回答 平成２８年９月１日

中野区都市計画審議会

（計画変更案説明）
平成２８年９月１日

都市計画変更案の公告・縦覧
平成２８年９月２１日から

平成２８年１０月５日まで

縦覧者：０件

意見書：０件

中野区都市計画審議会

（諮問）
平成２８年１１月８日

決 定 告 示 平成２８年１１月中旬 予定



平成 28 年（2016 年）11 月 8 日 
都 市 計 画 審 議 会 資 料  
都 市 基 盤 部 都 市 計 画 担 当 

 
 
 
 
 

東京都市計画公園第４・４・３号中野公園の変更について（中野区決定） 

 

１.変更の概要 

東京都市計画公園第４・４・３号中野公園（区公園名称：平和の森公園）の区域と

面積を変更する。 

  

２.都市計画の案（２～５頁参照） 

   ○都市計画公園の種類 地区公園 

   ○都市計画公園の名称 第４・４・３号中野公園 

○都市計画公園の位置 中野区新井三丁目地内 

   ○都市計画公園の面積 約７．０ha 

 

３．当該都市計画公園の経緯及び今後のスケジュール 

平成２８年度   ９月 ６日     都市計画案の決定 

１０月１１日     東京都知事協議結果通知（意見なし） 

        １０月２１日から   都市計画案の公告・縦覧及び意見収集 
         １１月 ４日まで   図書の縦覧者 3名、意見書の提出 1名 

          １１月 ８日     都市計画審議会へ諮問 

          １１月上旬      都市計画決定・告示予定 

１ 





東 京 都 市 計 画 公 園 の 変 更 （ 中 野 区 決 定 ）

東京都市計画公園第４・４・３号中野公園を次のように変更する。

種  別
名 称

位 置 面 積 備 考
番 号 公 園 名

地区公園 第４･４･３号 中野公園
中野区新井

三丁目地内
約７．０ha

防災樹林帯、園路、広場、修景施設、休養

施設、運動施設、遊戯施設、便益施設、管

理施設

「区域は計画図表示のとおり」

理由 都市計画公園の配置、利用を検討の結果、機能の向上と利用の増進を図るため、上記のとおり公園の変更を行う。

3



Ｎ

今回計画変更区域

今回追加区域

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺１/2,500の地形図
（道路網図）を使用して作成したものである。ただし、計画線は、都市
計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。
  （承認番号）28都市基街測第65号、平成28年6月14日

28都市基交測第30号、平成28年6月 9日
　 利用許諾番号　ＭＭＴ利許第27009号-56
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 参 考 １  
 

 

都市計画の案の理由書 

 
１ 種類･名称 
 

東京都市計画公園第４・４・３号中野公園 
 
２ 理由 

平和の森公園は、「中野区まちづくり推進計画」（昭和６１年１１月策定）

において、もみじ山文化の森、区役所周辺、平和の森公園を結ぶシビックゾ

ーンの一角に位置付けられ、水とみどりの明るい広場をメインテーマとする

区民のレクリエーションの拠点として、また、災害時の避難場所となる防災

公園として整備するとしている。また、「中野区公園整備基本計画」（昭和６

３年１２月策定）では、自然的、文化的な特色と防災など広範な機能を持つ

区内全域からの利用を対象としたシンボル公園に位置付けられている。さら

に、「中野区都市計画マスタープラン」（平成２１年４月策定）では、防災と

みどりのオープンスペースとしてみどりの保全・育成を図ることとしている。

また、区の基本構想実施計画である「新しい中野をつくる１０か年計画（第

３次）」（平成２８年４月策定）では、スポーツ・健康づくりで活力のみなぎ

るまちを目指して、スポーツが楽しめる大規模公園の整備や特定のスポーツ

利用が可能な公園施設の整備を進めることとしている。 

これらの上位計画に基づき、平和の森公園を防災とみどりのオープンスペ

ースとして更に充実させるため、当初の都市計画決定時に道路計画が検討さ

れていたことで都市計画公園区域の決定を留保した部分（０．２８ha）及び

未整備区域に隣接する区域の一部（０．０５ha）とあわせて、隣接する国家

公務員宿舎跡地（０．３ha）を取得して、公園の区域を拡張する予定である。

さらに、未整備区域には屋内運動施設を設け、時代のニーズ・要求を反映さ

せながら、スポーツ・健康増進機能、便益機能、さらには広域避難場所とし

ての防災機能の拡充を図るために、平成２７年６月に平和の森公園再整備基

本計画を策定したところである。 

こうしたことから、平和の森公園を区内全域からの利用を対象とした特色

のあるシンボル公園として広範な公園機能を更に充実させるため、０．６ha

の区域について都市計画公園の区域を拡張する都市計画変更を行うもので

ある。 

５ 



 参 考 ２  

未整備区域図 
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意見書の要旨及び区の見解 
 

≪ 東京都市計画公園第４・４・３号中野公園の都市計画案 ≫ 

 

 

 

 

 

資 料 

 
 



意見書の要旨 

 
 東京都市計画公園第４・４・３号中野公園の都市計画変更に係る都市計画の案を、平成２８年１０月２１日から２週間公衆の縦覧に供したところ、都市計

画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第２項の規定により、１通（個人１通）の意見書の提出があった。その意見の要旨は次のとおりである。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 



名 称 意 見 書 の 要 旨 中 野 区 の 見 解 
１．東京都市

計 画 公 園 第

４・４・３号

中野公園に係

る都市計画案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 賛成の意見に関するもの   なし 
Ⅱ 反対の意見に関するもの   なし 
Ⅲ その他の意見に関するもの 
  １通（１名） 
 １．都市計画審議会資料では区域変更面積は７．１ｈａとあるが

縦覧資料では７．０ｈａとなっている。どちらが正しいのか。 

 
 
 
 
１．都市計画変更後の都市計画公園第４・４・３号中野公園の面積

は、約７．０ｈａである。 

 

2 
 



 

 

 

 

中野駅西口地区まちづくりについて 

 

 

１．中野駅西口地区の都市計画変更(原案)について 

中野駅西口地区地区計画及び関連都市計画の変更に向けて、都市計画変更の

原案に盛り込むべき内容を取りまとめたので報告する。 
 

＊中野駅西口地区の都市計画変更（原案）の概要《別紙１》 

＊中野駅西口地区の都市計画変更（原案）について《別紙２》 

  ＊中野駅西口地区地区計画変更（原案）主な変更箇所について《別紙３》 

 

 

２．今後の予定 

・平成 28 年 11 月～12 月 ：都市計画変更の原案の説明会、同公告・縦覧 

・平成 29 年 2 月～3 月 ：都市計画変更の案の説明会、同公告・縦覧 

・平成 29 年 3 月～5 月 ：都市計画審議会(諮問) 

・平成 29 年 6 月  ：都市計画変更の決定 

平 成 2 8 年 （ 2 0 1 6 年 ） 1 1 月 8 日 

都 市 計 画 審 議 会 資 料 

都市政策推進室中野駅周辺地区整備担当 

 
 

























平成 28年(2016年)11月 8日 

都 市 計 画 審 議 会 資 料 

都市政策推進室中野駅周辺まちづくり担当 

 

 

中野四季の都市（まち）開発整備完了地区の用途地域変更について 

 

 

 中野四季の都市（まち）は、東京都決定となる再開発等促進区を定める地区

計画を適用し、警察大学校等跡地の土地利用転換を誘導してきたが、開発整備

が完了した地区について、用途地域を変更する手続きが開始されるので報告す

る。 

 

１．再開発等促進区を定める地区計画とは 

工場跡地や埋立地など遊休地の土地利用転換に用いられる制度で、事業者

による新たな道路や公園整備を前提とした用途地域・容積率変更に加えて、

街区の建築計画においても、容積率や斜線制限等を緩和することで、日常一

般公衆の利用に供される空地を敷地内に整備するなどの公共貢献を誘導し

ていく地区計画である。 

道路や公園など主要な公共施設や地区施設の整備を事業者が行うことを

前提に、用途地域変更を先取りした「見直し相当用途・見直し相当容積率」

を設定し、そのうえで街区単位に建築提案を受け、その公共貢献の程度に応

じた容積率の割り増しを上乗せする仕組みとなっている。 

 

２．開発整備完了後の用途地域変更について 

再開発等促進区を定める地区計画を定め開発整備が完了した地区におい

ては、あらかじめ見込んでいた「見直し相当用途・見直し相当容積率」に従

い、用途地域を変更することとなる。 

今般、東京２３区内の開発整備が完了した地区において、東京都が用途地

域を変更することとなり、中野四丁目地区でも、主要な公共施設や地区施設

の整備が完了し、建築物整備も含めた土地利用転換が完了した区域１、区域

４及び区域５において、用途地域、容積率及び建築物の敷地面積の最低限度

を変更するものである。 

 

３．今後の予定 

 平成２８年度末の変更を目途に、都市計画案の策定や都市計画審議会への

諮問等、必要な都市計画手続が進められる予定。 

 



 

 

※対象地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対象地区の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
対象地区 

(面積) 

区域１ 
区域４ 

(約 0.8ha) 

区域５ 

(約 2.9ha) 区域 1－1 

(約 2.0ha) 

区域 1－2 

(約 1.9ha) 

用途地域 

指定用途地域 第一種中高層住居専用地域 

見直し相当用途地域 
第一種中高層住居専用 

地域相当 

商業地域 

相当 

近隣商業 

地域相当 

容積率 

指定容積率 200％ 

見直し相当容積率 概ね 300％ 概ね 500％ 概ね 400％ 

地区計画及び建築条例で定める 

容積率(割増後の容積率) 
350％ 350％ 560％ 560％ 

建築物の 

敷地面積の

最低限度 

用途地域で定める 

敷地面積の最低限度 
60㎡ 

地区計画及び建築条例で定める 

敷地面積の最低限度 
1.0ha 0.4ha 1.5ha 

 
 
 

対象地区 
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